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甲府市農業委員会１月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成３１年１月３０日（水曜日）午後３時００分から３時５０分  

 

２．会  場  ホテルクラウンパレス甲府 

 

３．出席委員（18名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之   3番 矢﨑 正勝   4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫  9番 菊島  建 

10番 關野  登 11番 森  信二  12番 花形 満寛  13番 末木 瑞夫 

14番 土屋 正人  15番 萩原 爲仁   16番 小林 雅宗  17番 山本  一 

【最適化推進委員】 

1番 植田  泰  2番 山本 光信   3番 平澤 友良   5番 埴原 久徳 

6番 栁澤  榮   7番 萩原 靖彦   8番 萩原  斉   9番 越石 和昭 

10番 市村 秀俊  11番 向山 章雄  12番 齊藤 藤雄  15番 塚田 泰英 

16番 佐野 勝紀  17番 米山 伸一  18番 深田 喜徳 

 

４．欠席委員（1名） 

【農業委員】 

6番 田中 由美 

【最適化推進委員】 

4番 望月 典雄  13番 佐々木茂隆   14番 渡邉 初男  19番 小澤  博 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

係 長 佐野 慶一 

   振興係 係 長 岡  正己 

             技 師 吉澤 雅貴 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２号 平成３１年２月告示分農用地利用集積計画について 

議案第３号 納税猶予に関する適格者証明願について 
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議案第４号 平成３１年度農業臨時雇賃金等標準額について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 農地法第４条第１項の規定による届出について（許可不用） 

報告第６号 耕作土搬入届出について 

報告第７号 農用地利用集積計画の解約について 

報告第８号 甲府市賃借料情報について 

 

 

午後 3時 00 分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、平成 30年度 1月定例総会を始めます。 

本日の会議は、農業委員が定数 19 名中 18 名の出席により過半数を超えております

ので、農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立してい

ることをご報告いたします。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長

が議長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 1 月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 

   それでは最初に、1 月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 15 番の

萩原爲仁委員と、2番の福島昌之委員のお二人にお願いしたいと思います。 

それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第 1 号は農地法第５

条の規程による許可申請についてです。事務局より説明してください。 
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○事務局（佐野係長） 

今月の 5条許可申請は、所有権移転が 1件、賃貸借が 17件、使用貸借が 1件、計 19

件となります。議案書 1ページの 1番、地図は 1ページの 5条№1をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・貸人・借人については議案書記載のとおりです。アリア入

口交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･南面は道路、西面は雑種地及び

宅地、北面は農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。借人は

貸人の○○○にあたり、現在の○○○○○になったため、申請地を使用貸借し○○○

○○○○したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書の 2番 3番は関連案件となります。地図は 2ページの 5条№2･3

の 5-2 と 5-3 の箇所をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人に

ついては、議案書記載のとおりです。上阿原交差点から○○ｍほど○○に位置する農

地で、東面･南面は農地、西面は道路及び用悪水路、北面は宅地となっています。農地

区分は、第 2種農地と判断しました。賃借人は○○において○○○○○○しているが、

近年○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に伴い○○○○が不足し、

土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、賃借

し○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 2ページの 4番、地図は 3ページの 5条№4をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。日の

出団地北交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面･北面は雑種地、南

面は宅地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○に

おいて○○○○○○○○○○○○しているが、現在借地している○○○○を貸人の意

向により返還することとなり、新たな○○○○が必要なため土地選定していたところ、

自己所有地の○○○○に隣接する申請地が立地条件及び利便性に適していることから、

取得し○○○○○○○したいとのことです。 

続きまして、議案書の 5番、地図は 4ページの 5条№5をご覧ください。申請地の所

在・地目・面積・賃貸人・賃借人については、議案書記載のとおりです。日の出団地

北交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南面･西面･北面は農地

となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。賃借人は○○○○○○○

○○○○○○○○しているが、近年○○○○○○○○○○○○○○に伴い○○○○○

○○○○を借地し使用してきたところ、貸人の意向により返還することとなり、新た

な○○○○が必要なため土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適

していることから、賃借し○○○○○○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして、議案書の 6番から 7ページの 19番は関連案件となります。地図は別紙

1ページの 5条№6～19の申請一覧表と 2ページの申請箇所①番から⑥番の箇所をご覧

ください。申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については、議案書記載のと

おりです。しらい公園から○○ｍほど○○の位置から○○ｍほど○○の範囲に位置す

る農地と、しらい公園から○㎞ほど○○に位置する農地で、東面･南面･西面･北面は、

それぞれ農地または道路となっています。農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例
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外と判断しました。賃借人は○○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○○

○○○○○○を目的とした、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

を必要とするため土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適してい

ることから、○○○○○○○○○○に一時転用したいとのことです。なお、転用期間

は申請箇所毎に異なりますが、平成 31年 3月 1日から 7か月。同年 4月 1日から 6か

月、10か月、1年。同年 5月 1日から 10か月、1年となります。以上でございます。  

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番の案件は甲運地区です。森委員よりお願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   この案件は、事務局の説明どおりです。○○も完成していますし、○○も問題ない

ということです。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。次に 2番、3番の案件は玉諸地区です。落合委員からお願

いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   玉諸の落合です。よろしくお願いいたします。2番、3番の案件について、隣接して

いる所もこちらの方の名義であったり、道路に接しており何ら問題ないと思います。

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。次に、4番、5番の案件は山城地区です。關野委員からお

願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   4番、5番については、11月の総会時に農政課からの案件で農地区域からの除外の案

件の中にあったもので、すでにご了承はいただいていますが、申請どおりの内容とい

うことで、特に問題はないと考えております。なお、4番については隣接農地はありま

せんが、5番については隣接農地が 3筆あるということで、同意は確認してありますの

で止むを得ないものだと考えております。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。次に、6 番から 19 番。大型の案件です。中道北地区です

ので、土屋正人委員からお願いします。 

○中道北地区委員（土屋正人委員） 

   6 番から 19 番の案件については、図面にあるとおり、○○○○○○○○○○○○○

○○を設けるということで、現況、○○○○○○○○いますが、この○○○○○○○

○にするということで、○○○○○○○○○○ということです。場所等については、

今の○○○○をそのまま利用して、図面に示されているとおり地域の自治会長や地権

者に○○○○の方から事細かに安全性等についてお願いをして、合意が得られたとい

うことです。一時転用の面積も広く確保してありますが○○○○、あるいは○○○を
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搬入するために広い面積が必要ということで、こういう面積となりました。それ以外

は 1 種農地ということで春からもろこしなどの作付けがありますが、支障がないよう

に万全を尽くすということです。詳細については事務局の説明のとおりです。ご審議

のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。今、地元に対しての対応、地元自治会を含めて説明を受

け、ご理解をいただいているという分かりやすい説明をいただきました。何か皆さん

の方から、ご意見やご質問がありましたらお願いします。いかがでしょうか。 

○議長（西名会長） 

   私から聞いてもいいですか。○○○については、これから西へ伸びていくというこ

とですか。笛吹川を渡っていくということですね。 

○事務局（佐野係長） 

   会長のおっしゃるとおり、東のほうから工事が着手しておりまして、1月から既に○

○○は工事に入っています。第 2 期工事として一時転用申請が 3 月か 4 月にあがって

きます。それは笛吹川を渡った西側になりますので、西に伸びていきます。 

○議長（西名会長） 

   わかりました。すでに笛吹川西側の地域の人たちにも同様な説明があったのかなと

思いますが、いろんな経験した情報は、お互いに共有しながら地域の農業や農家の不

利益を被らないように持っていければいいかなと思い、お聞きしました。何か地元の

皆さんと○○○○とのやりとりの間で、こそばゆいやりとりがあったのでしょうか。

あったらお聞かせいただきたいのですが。 

○上曽根地区委員（土屋正人委員） 

   ○○の下では、○○○○○○○○○いるということで、危険もあろうかということ

で、1年毎に微々たる物ですが保障があるということです。新たに農地を潰していくと

いうところでは、これまでも保障をいただいてきたという経過もあり、耕作者が深い

理解をしています。○○○○からも耕作者の深いご理解の下にこの事業を実行できる

ということで、説明会でも坦々と説明がありました。心配したことや、危惧したこと

などこの図面にある地域、受益者については特に問題がなかったかと覚えております。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。次のエリアは先ほど事務局から 2 期工事の話もあったと

おり、納得で協力できるような形であれば問題ないと思います。他にありますか。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   5番の上町の案件ですが、○○○○○○○○○○○○○をということで、賃貸借の申

請があがってきまして、実は図面を見ていただくと南側はすばらしい○○○○になっ

ています。この○○○○の地主さんの○○○○○○○○○○○○になり、○○○○○

○○が決まっていましたが○○○○の跡を継いで農家をしたいということで○○○を

志しているところです。一番心配することは、○○○○で最後までやるのならば問題

ないのですが、本人がこの土地を売っちゃうという情報を先日いただいて、たとえば
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分譲になったときに消毒などで憂慮しなければならない事態になるのかなと想定して

います。現状は○○○○ということですから、農業委員会の中で指導的な、若干田ん

ぼになっていて、田んぼを埋めなければ○○○○にならないと思っています。またこ

の田んぼがだいぶ低くて、今まで借りていた人たちが排水が悪かったり、いろいろな

ものを作っていましたが良いものが作れないという中で、申請があがってきたのかな

と思っています。転用を許可した場合、周りの優良農家の中で農家を志した若い青年

を守ってやらなければと考えています。今後の状況について農業委員会でも情報を得

ながら果樹園をやっても、たくさんの面積ですので、消毒するのに手でやるのは到底

無理なことだと思いますので、情報をいただきながら守ってやりたいと思いますので、

よろしく対応をお願いしますと思っています。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。こういった事例は市内各所で見られ、特に大型のＳＳを

使う果樹地帯ではかなり前からこういう問題がありました。暴風ネットや板状のフェ

ンスの設置を事業者にしてもらうなど随所に見られます。私も実は隣が分譲地になっ

たので、条件として目隠しと同時にトラクターなどで耕運した埃が風下に舞って、埃

だらけになってトラブルにならないように事業主に誇りが目隠しになるフェンスや塀

を作ってもらいたい要望を出して、設置をしてもらいました。玉諸や甲運でも同様な

事例がきっとあると思いますので、○○○○も含めてですが事業主にやっていただけ

るように、また地主さんも若い方なのでそんな智恵がないと思いますので、萩原委員

がアドバイスをしていただければ、そんなトラブルも防げると思います。そちらの方

でも協力をお願いします。他にいかがでしょうか。 

    ≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、他に意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

それでは議案第 1 号の農地法第 5 条の規定による許可申請に賛成の方は、挙手をお

願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので決定して参りたいと思います。なお、1000 ㎡

以上の案件については許可相当ということで、県農業会議に諮問して参ります。それ

以外の案件については早速、許可書を交付して参ります。 

次に報告第１号から第 6号について、事務局より説明してください。 

 

○事務局（佐野係長） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 8 ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、4 条及び 5 条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、

いずれの案件も許可相当との答申を受けました。9 ページからは平成 30 年 12 月 17 日
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から平成 31 年 1 月 17 日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種

の届出を掲載しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につ

きましては、議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専

決により交付済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

ただいま、事務局から報告第 1 号から 6 号の説明があったところですが、報告事項

ではありますが、皆様の方から何かお聞きしたい点がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

特別無いようです。報告事項ですので、ご了承願いたいと思います。 

つぎに、議案第 5号の平成 31年 2月告示分農用地利用集積計画についてです。また

関連がございますので報告第 7号も併せて事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（吉澤技師） 

今月は、新規設定 6件、再設定 18件、計 24件の申出がありました。 

議案書 18ページの表は、新規設定です。相川・二川・山城・中道南地区からの申出

がありまして、合計面積は 7,328㎡です。中段の表を見ますと平成 30年度の目標面積

110,600 ㎡に対し、設定面積は 104,100 ㎡となり、達成率は 94％となります。続いて

19 ページの表は、再設定です。甲運・玉諸・二川・山城・中道北・中道南地区からの

申出がありまして、合計面積は 33,749 ㎡です。中段の表を見ますと平成 30 年度の目

標面積 376,000㎡に対し、設定面積は 315,110 ㎡となり、達成率は 84％となります。 

20 ページ 1 番から 21 ページ 6 番は新規設定。22 ページ 7 番から 26 ページ 18 番

は再設定。27 ページ 19 番から 29 ページ 24 番は再設定の更新となっています。補

足説明が必要となる、法人の案件を読み上げさせていただきます。その他につきまし

ては、記載のとおりとなっています。 

21 ページ 6 番は農地所有適格法人の案件になります。借り手・貸し手及び、所在、

地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のとおりとなっております。借り

手ですが、平成○○年○月に○○○○○しまして、○○○○○○○○○○○などを行

う予定となっております。○○○○○○○○○○○○○○で構成されており、○○○

○○○○○○することとなっております。また、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○している実績があります。○○に関しましては○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を行う予定となっています。以

上、全ての案件の借手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積及び、農作業従事日

数を超えており、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用しております。これ

らを踏まえ、甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合してい

ることから、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による借手の要件を満たしており

ます。 

 引き続き 30、31ページは農用地利用集積計画の解約の報告です。今月は 6件の解約
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となります。解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなっております。解

約の届けが提出されましたので報告いたします。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。ここで所有権移転に対しまして新規就農者及び法

人などが関係する案件もしくは特殊案件について、説明を原則いただくことになって

おりますので、地元委員さんから補足説明をお願いいたします。6 番の案件について、

中道南地区ですので、長田委員お願いします。 

○中道南地区委員（長田委員） 

   6番の案件ですが、借り手は○年○月に○○○○○○の認可を取り、県内の遊休農地

を使って○○○○○○○○○○○○○○を作るということです。○年の○月に最初の

土地を借りるということで、総会で皆さんに審議していただいてご承認をいただきま

した。今回は、前借りた畑の隣の方が○○で作物を作ることができないということで、

○○○○○○に使ってくれないかという話があり、今日の案件にあがったという経緯

です。よろしくご審議のほど、お願いします。以上です。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。いろんな経過、隣との絡み、あるいは地主さんの事情を

勘案して法人が積極的な経営展開を図るという案件というふうにお伺いいたしました。  

これについて、皆様の方からご意見やご質問がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

特別ないようでございますので、採決させていただきます。 

それでは、これらの案件について、ご賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成の挙手をいただきましたので決定して参りたいと思います。 

また、報告第 7号については報告事項ですので、ご了承をお願いします。 

つぎに、報告第 8号甲府市賃借料情報について事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（吉澤技師） 

賃借料情報について、平成 30年分の新たな賃借料情報を集計し、その情報に基づき

更新し、作成いたしましたので報告します。この賃借料情報ですが、平成 21年 6月に

施行されました「農地法の一部を改正する法律」の施行と同時に、それまでの標準小

作料制度が廃止され、代わりに、農業委員会が農地の賃借等の動向その他の情報の提

供を行うこととなりました。以来より多くの実態に即した情報を農家の方々に提供で

きるように作成しているものであります。それでは、議案書 32、33 ページの報告第 8

号甲府市賃借料情報平成 31年版の資料をご覧ください。表の冒頭の説明文にあります

ように、平成 30 年 1 月から 12 月の 1 年分の情報を収集しております。また、金額は
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10ａ当たりとなっております。32 ページは、水稲、野菜、スイートコーン、ナスにつ

いての賃借料、33 ページが果樹、ブドウ、モモについての賃借料となっております。

また、作物の区分ごとに甲府市平均のほか、旧甲府市山間地、旧甲府市平坦地、旧中

道町、旧上九一色村と地域区分を分けておりまして、原則として 1 筆を 1 件のデータ

として取り扱い、地域ごとに概ね 5 件以上のデータがあった場合に表示をさせて頂い

ております。なお、この賃借料情報は 1 年間の実勢の賃借料を集計したもので、拘束

力はありませんので、契約の際には当事者同士の話し合いにより賃料を決定していた

だくものとなっています。以上で報告を終ります。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明と報告がありました。報告ではありますが、皆様からこの問題につ

いて質問や意見がありましたら、お願いします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

この問題については、あくまでも目安ということですので、報告ということでお受

けとめいただきご了承願いたいと思います。  

つぎに、議案第 3号は納税猶予に関する適格者証明願いについてです。事務局より

説明してください。 

 

○事務局（斉藤係長） 

議案第 3号、納税猶予に関する適格者証明願いについて説明します。議案書の 34ペ

ージをご覧ください。農地の所在、地目、面積及び申請者、相続人、被相続人につい

ては、議案書記載のとおりです。農業者であった非相続人より平成○○年○月○○日

に、相続人が議案書にある農地を相続しました。申請人は相続した農地について引き

続き耕作をしていくということで、○○月○○日に相続税の納税猶予に関する適格者

証明願いを提出してきたところです。このため、1 月 11 日に地元農業委員の花形委員

と申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。申請地は申請者の自宅に隣接して

おり、○○○○をおこなっております。また、申請人は農業機械を有し、以前から被

相続人とともに農業を行っており、今後も耕作を継続していくとのことです。以上の

事から、申請人については相続税の納税猶予に関する適格者であると判断いたしまし

た。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明がありました。つぎに、地元委員からの補足説明をお願いします。

この案件は貢川・国母地区ですので花形委員よりお願いします。 

○貢川･国母地区委員（花形委員） 

   いま説明のありましたとおり、年明けの 1月 11日に申請人の家に伺い今までの経営

内容、現状の説明を受け、本人をはじめ子どもたちにも助けていただけるということ

で、家の前にある○○○○○○○○していく上での農機具も揃っていて問題は生じな

いと思います。この申請どおりしていただけると思います。以上でございます。 
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○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。地元委員から説明が終りました。 

 これより質疑に入ります。皆様の方からご意見やご質問がありましたらお願いしま

す。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

特別無いようですので、採決をお願いします。 

それでは、議案第 3 号、納税猶予に関する適格者証明に賛成の方は、挙手をお願い

します。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成の挙手をいただきましたので決定させていただき、この案件につい

て適格者証明書の交付をして参ります。 

次に議案第 4号平成 31年度農業臨時雇い賃金等標準額について、事務局より説明を

お願いします。 

 

○事務局（岡係長） 

   それでは議案第 4号の説明をいたします。農業臨時雇い賃金は、委員会業務として

毎年見直しを行い農家の方にご提示しており、参考として頂いております。いくつか

の客観的な要件がありますがまず 1つ目の要件として、他の市町村における平成 29、

30 年度の臨時雇い賃金は前年度と比較しておりますが、平成 30年度につきましては主

だった見直しはありません。特に昭和町については、平成 29年度に比べて稲作関係で

機械類の金額が一律 1,000円の上乗せとなっております。あとは、ほとんどが同額と

なっております。2 つ目の要件として、山梨県の最低賃金は、平成 30 年 10月 3日以降

は 810円になっています。また、3つ目の要件として、甲府市シルバー人材センターの

賃金を参考として、平成 30 年度は前年度と変わらず、一般的な作業は１時間 911 円、

技術的な作業は、1,072円の草刈作業から段階的になっています。但し、来年度から事

務手数料分を、10月の消費税引き上げに伴いこれまでの 8％を 10％に値上げを検討し

ているとの事です。これらの調査の結果、平成 31年度の農業臨時雇い賃金等標準額に

ついて、別紙のとおり提案いたします。特に水稲については 2月 1日にやまなし未来

農協が発足しここ数年来、苗の価格の取扱いが非常に難しいものでありましたが、今

回は中巨摩東部の価格を甲府市も引継ぐということで、合意ができていると聞いてお

りますので、こちらの金額を提示させていただきました。取扱い品種はコシヒカリ、

あさひの夢、ヒノヒカリ、もち、が取り扱い品種となっています。また、甲府市と従

来中巨摩東部では籾すりの項目がありますが、今の段階では甲府市が 370円、中巨摩

東部が 324円で推移していますが、まだ農協間同士で金額が固まっていないというこ

となので、取扱いをどうしたらいいかご意見をいただきたいと思います。また、事務
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局から近隣の 4市 1町の中では、賄いが入っている 1日当りの料金が甲府市だけなの

で、こちらの扱いについても、ご検討いただきたいと思いますので、ご審議をお願い

します。 

○議長（西名会長） 

   事務局から、平成 31年度の農業臨時雇賃金等の標準額について近隣の市町村のデー

タ、あるいは農協合併も絡んできますが、そのような案件も勘案してこのような形で

提案がされました。特に 1点目の籾すりの問題は農協合併に絡んでのことですので、

委員の中に甲府市農協の常勤の萩原委員もいますので、できたら説明をお願いしたい

と思います。もう 1点、賄い付きの問題の 2点については協議を要する案件だと思い

ます。ます 1点目の籾すりについて萩原委員、何か情報がありましたらお願いします。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   籾すりの状況は把握できておりません。 

○議長（西名会長） 

   2月 1日合併ということで、詰めるところが多くて細かい部分までは詰めてないとい

うことでございます。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   中巨摩東部と甲府市で金額が違いますので、調整していかなければいけないとは考

えています。 

○議長（西名会長） 

いずれにしろ、新農協で協議した金額が入ってくるというご理解でお願いします。

事務局もよろしいですか。 

○事務局（岡係長） 

   それでよろしくお願いします。なお、標準額につきましては、3月発行の農業委員会

だよりに掲載する予定ですので、お早めにご提示いただければと思います。 

○議長（西名会長） 

わかりました。委員会だよりにも載せるということなので、籾すりのことは、現状

と、新農協に移行した場合については検討中と掲載して発行してください。 

つぎに、賄い付きの問題について、事務局の意見はありますか。 

○事務局（岡係長） 

資料の中で、笛吹市は 1日 8時間労働で 7,200円となっていますが、甲府市は同じ

価格で賄が付いています。それ以外の市町についても賄い付きは設けていません。こ

の辺についても皆様にご審議いただきたいと思います。 

○議長（西名会長） 

事務局の方で説明のあったとおり、他の市町は賄いが付いてない価格とのことです。

甲府市だけが賄いが付いているそうです。この扱いをどうするかということですが、

どうした方がいいでしょうか。賄いを外すと若干値上げとなりますが、近隣の市町が

そのようにやっているとなると、甲府市の賃金が若干安いのかなと思いますが、皆さ

んの方からご意見をお願いします。特に大規模経営をやっている方はいかがですか。
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菊島委員はいかがですか。 

○大里地区委員（菊島委員） 

うちでは、シルバー人材を通してやっているのはシルバー人材が提示した金額でや

っています。パートさんに入ってもらう場合は 900円位でやっています。賄いは、そ

の時の仕事によって、あったり、なかったりします。 

○議長（西名会長） 

原則は、付いてないですか。 

○大里地区委員（菊島委員） 

   そうですね。原則はないです。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

事例があれば一番検討材料になると思いますが。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

他に事例もないようなので、近隣市町と足並みを揃えるということが原則です。甲

府市でも賄い付きを削除して、賄い無しのシンプルな設定にしたいと思いますが、こ

のようなことでご賛同いただけますか。 

≪ 賛同の返事、多数あり ≫  

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。では、事務局でまとめて、農業委員会だよりに間違いの

ないように掲載していただきたいと思います。 

○議長（西名会長） 

思っていた以上に速やかに審議が済みました。この後の日程を配慮してのご協力だ

ったと感謝申しあげます。大変ご協力ありがとうございました。 

 

午後 3時 50 分 閉会 
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